
横浜市内事業所向け 

相談支援基礎研修 
 
 横浜市内で相談支援に従事して間もない方やこれから従事する方を対象に、相談支援の役割や福祉職
としての心構え、求められる姿勢など、相談支援に従事するにあたって必要となる基本的なことを意見
交換も交えながら確認する研修会を開催します。 
 業務が忙しく、日頃はあまり意識することができない内容かと思いますが、相談支援従事者にとって
重要な要素ですので、ぜひこの機会をご活用ください。 
 

 

１ 日時及び会場 

  平成 26 年９月 11 日（木） 午前９時 30 分から午後５時まで 

  横浜市総合保健医療センター ４階 講堂 （横浜市港北区鳥山町 1735 番地） 

  ※ 公共交通機関にてお越しください。 
 

２ 対象者及び定員 

  ・ 指定特定相談支援事業所や一次相談支援機関、二次相談支援機関等において相談支援に従事

して概ね１年未満の方 

・ 今後障害者の相談支援に従事する予定の方             計 40 名 
 

３ 内容及び担当講師 

  ・ 横浜市における相談支援について（横浜市健康福祉局障害福祉課） 

  ・ 相談支援に求められる基本姿勢とは （てらん広場 藤瀬博子氏） 

・ ケアマネジメントとは （横浜市総合リハビリテーションセンター 小田芳幸氏） 

・ 相談支援における「環境」の理解とは （横浜市総合保健医療センター 飯塚英里氏） 

※ 講師は変更になることがあります。ご了承ください。また、演習には法人型地域活動ホームの相

談員にご協力いただきます。 
 

４ 受講料 

  無料 
 

５ 申込み 

  指定の申込書に必要事項をご記入の上、申込書に記載している提出先に８月 28 日（木）までに

郵送または E-mail にてお申込みください。 
 

６ 受講者の確定 

  なお、申込者数が定員を大きく上回る場合は、受講をご遠慮いただくことがあります。 

受講いただけない場合のみ、９月４日（木）までにご連絡させていただきます。連絡がない場合

は受講いただけますので、研修会場に直接お越しください。 

 

 

＜担当＞ 

 横浜市健康福祉局障害福祉課 

 松浦・山脇 

 ＴＥＬ 045-671-3602 

 ＦＡＸ 045-671-3566 
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＊＊ 横浜市が実施する相談支援基礎研修について ＊＊ 

 

 

 

 
 

 計画相談支援に限らず広く障害者の相談支援に従事している方や今後相

談支援に従事する予定の方を対象としているため、計画相談支援を担当して

いない方もお申込みいただけます。 

ただし、初任者を対象としているため、相談支援に従事して概ね１年を超

える方は、受講をご遠慮ください。 

 

 

 

 
 

相談支援専門員になるために修了が必須の研修ではありません。 

 

 

 

 
 

 資格を取得するための研修ではないため、修了証は発行しません。 

 

 

計画相談支援を担当していないが、この研修を受講できますか。 

修了証は発行されますか。 

計画相談支援をやる相談支援専門員になるために必要な研修ですか。 


